
 

 

第１章 計画の策定にあたって 

 

第１節 計画策定の背景と趣旨 

 １．計画策定の背景 

少子化により子どもの数が減少しているにもかかわらず、共働き世帯の増加などにより、保育

所等では待機児童の増加が社会問題化しています。このような状況を打開するため、平成 24 年

８月に子ども・子育て関連３法（「子ども・子育て支援法」「認定こども園法の一部改正法」「児

童福祉法の一部改正等関係法律の整備法」）が成立し、平成 27 年度から「子ども・子育て支援新

制度」がスタートしました。 

新制度では、幼児教育･保育の質･量の充実のほか、保護者の就労の有無にかかわらず、すべて

の子どもが一緒に幼児教育や保育を受けることができる地域の実情に応じた保育の場を確保す

ることで、保護者の働き方や地域ニーズに応じた保育の提供等を図ることとされ、本市において

もこのような考え方に沿って様々な支援策を実施しています。 

国では、待機児童数が依然増加していることを受け、「子ども・子育て支援法の一部を改正す

る法律」を平成 28 年 4 月 1 日から施行しました。改正法では、子ども・子育て支援の提供体制

の充実を図るため、事業所内保育業務を目的とする施設等の設置者に対する助成及び援助を行う

事業を創設するとともに、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げようとするもの

です。 

平成 29 年６月の「子育て安心プラン」では、令和元年度末までの２年間で待機児童を解消す

ることを目標に掲げ、遅くとも令和２年度末までの３年間で、待機児童を解消し、その後も待機

児童ゼロを維持しながら、令和４年度末までの５年間で女性就業率 80％に対応できる 32 万人分

の保育の受け皿整備等を進めていくこととしています。 

平成 28 年および 29 年の各通常国会において全会一致で成立した改正児童福祉法では、昭和

22 年の制定以来 70 年間見直されてこなかった理念規定が改正され、全ての児童が健全に育成さ

れるよう、児童を中心にその福祉の保証等の内容を明確化するなど、児童虐待防止等に関する抜

本的な改正が行われています。その理念を踏まえて、平成 30 年 7 月に閣議決定された「児童虐

待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」に基づき、「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」

が策定されました。このプランによって、市町村における相談支援体制を強化するため、令和 4

年度までに全市町村で「子ども家庭総合支援拠点」を設置することが目標とされました。 

さらに、国では、平成 29 年 12 月に、幼児教育・保育や高等教育の無償化などを盛り込んだ

「人づくり革命」と、「生産性革命」の２本柱の新しい経済政策パッケージを閣議決定しました。 

幼児教育・保育の無償化は２兆円規模で、その財源は令和元年 10 月の消費税増税分を活用す

ることとされ、令和元年 10 月に幼児教育・保育の無償化がスタートしました。なお、令和 2 年

４月から高等教育を含めて全面実施される計画となっています。 

 



 

 

２．計画策定の趣旨 

本市では、『「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指す』との「子ども・子育て支援法」

の考えを基本に、「次世代育成支援対策推進法」に基づく松原市次世代育成支援行動計画と統合

し、子ども及び子育て家庭に必要な支援を行い、妊娠、出産期から学童期に至るまでを切れ目な

く支援することにより、一人ひとりの子どもが健やかに育ち、社会の一員として成長することが

できる環境を整備することを目的に、「松原市子ども・子育て支援事業計画」を平成 27 年 3 月

に策定し、多様な子育て支援事業を推進してきました。 

このたび、第 1 期計画が令和元年度末をもって終了することから、市民からの子育て支援に関

するニーズ調査を実施し、松原市の現状と課題を再度、分析・整理し、令和２年度から令和６年

度までの５年間を計画期間とした「第２期松原市子ども・子育て支援事業計画」を策定するもの

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

第２節 計画の位置づけ 

子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法第 61 条及び次世代育成支援対策推進

法第８条に基づく計画で、すべての子ども自身の成長と子育て中の保護者を支援するとともに、

市民が子育てについて理解と認識を深め、家庭、保育や幼児教育の場、学校、事業者、ＮＰＯ法

人、行政機関などが相互に協力し、地域社会が一体となって子ども・子育て支援を推進するもの

です。 

これまでその取り組みを進めてきた次世代育成支援対策推進法に基づく松原市次世代育成支

援行動計画と統合し、子どもと家庭に関する施策を体系化します。 

子どもと子育てを取り巻く施策は、教育、福祉、保健、医療、まちづくり、労働などあらゆる

分野にわたるため、これらの施策の総合的・一体的な推進が必要です。 

そのため、本計画は、市の最上位計画である「松原市第５次総合計画」と整合を図るとともに、

「松原市教育振興基本計画」「第３期松原市地域福祉計画」「松原市第３次障害者計画・第 5 期松

原市障害福祉計画・松原市障害児福祉計画」「松原市人権施策行動計画」「第 4 期まつばら男女か

がやきプラン」「第 2 次健康まつばら 21（健康増進計画・食育推進計画）」「松原市都市計画マス

タープラン」「松原市新バリアフリー基本構想」などの関連計画との整合を図りながら、子ども・

子育て支援関連施策を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松原市第５次総合計画  

 

 

第２期 松原市 
子ども・子育て支援事業計画 

（令和２～６年度） 

 

一体的に策定 

 

･次世代育成支援行動計画 

･子ども・子育て支援事業計画 

子ども・子育て支援関連施策 

 

関連計画等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・松原市教育振興基本計画 

・第３期松原市地域福祉計画 

・松原市第３次障害者計画･第 5 期 

松原市障害福祉計画･松原市障害

児福祉計画 

・松原市人権施策行動計画 

・第４期まつばら男女かがやきプラン 

・第２次健康まつばら２１（健康増

進計画･食育推進計画） 

・松原市都市計画マスタープラン 

・松原市新バリアフリー基本構想 

              など 

整合 



 

第３節 計画の期間 

本計画は、令和２年度を初年度として、令和 6 年度までの５年間を計画期間とします。 

また、計画内容と実態に乖離が生じた場合は、計画の見直しを行うものとします。 

 

平成 令和 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

          
松 原 市 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画      

               第 ２ 期 松 原 市 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 

          

 

  



 

第４節 子ども・子育て支援新制度をめぐる動向 

子ども・子育て支援法に基づく基本指針の改正について主な項目を記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、わが国における急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合

的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、市町

村の確認を受けた幼児期の教育及び保育を行う施設等の利用に関する給付制度を創設する等の

措置を講じる「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」が令和元年 10 月 1 日に施行され

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の概要】 

１ 基本理念 

子ども・子育て支援の内容及び水準について、全ての子どもが健やかに成長するように支

援するものであって、良質かつ適切なものであることに加え、子どもの保護者の経済的負担

の軽減に適切に配慮されたものとする旨を基本理念に追加する。 

２ 子育てのための施設等利用給付の創設 

（１）対象施設等を利用した際に要する費用の支給 

市町村は、支給要件を満たした子どもが対象施設等を利用した際に要する費用を支給する。 

①対象施設等 

子どものための教育・保育給付の対象外である幼稚園、特別支援学校の幼稚部、認可外施設、預

かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業であって、市町村の認可

を受けた者を対象とする。 

②支給要件 

・3歳から 5歳まで（小学校就学前まで）の子ども 

・0歳から 2歳までの住民税非課税世帯の子どもであって、保育の必要性がある子ども 

（２）費用負担 

本給付に要する費用は、原則、国が 2分の 1、都道府県が 4分の 1、市町村が 4分の 1。 

 

【基本指針の改正方針】 

１ 市町村計画・都道府県計画の作成に関する事項について、制度の施行状況や関連施策の

動向を反映させる 

（１）幼児教育アドバイザーの配置・確保及び幼児教育センターの体制整備 

（２）幼稚園の利用希望及び保育を必要とする者の預かり保育の利用希望への対応 

（３）外国につながる幼児への支援・配慮 

２ 平成 28年の児童福祉法改正等による社会的養育・児童虐待防止対策に係る改正に関す

る事項について見直し 

３ 新・放課後子ども総合プランを踏まえた市町村計画・都道府県計画の作成に関する事項

について追記 

４ これらの他、第 198回国会（常会）に提出予定の幼児教育無償化に係る子ども・子育て

支援法の改正法案の内容を踏まえた改正を今後検討 

平成 31年 2月 18日に開催された「子ども・子育て支援新制度説明会【都道府県等説明会】」

より 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※下線部分が「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」（令和元年１０月１日施行）による改正部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子ども・子育て支援新制度の概要 



 

第５節 計画策定の経過 

 １．市民ニーズ調査の実施 

この計画を策定するに際して、平成 31 年 1 月に、子育て中の保護者や妊婦の意見やニーズを

的確に反映した計画とするため、0～5 歳就学前児童の保護者、小学生の保護者、妊婦を対象と

して、「松原市子ども・子育て支援に関するニーズ等調査」を実施しました。 

 

 2．「子ども・子育て会議」による審議 

この計画に子育て当事者等の意見を反映するとともに、市における子ども・子育て支援施策を

子ども及び子育て家庭の実情を踏まえて実施するため、公募による市民、学識経験者、子ども・

子育て支援に関する事業に従事する者等で構成する「松原市子ども・子育て会議」により、計画

の内容について審議しました。 

 

 3．パブリックコメントの実施 

パブリックコメント制度とは、市が策定する施策などの案をよりよいものにするために、市民

の皆さんから広く意見を募集し、寄せられた意見を施策などに活かせるか検討し、その結果と市

の考え方を公表する制度です。計画の素案に対しパブリックコメントを実施し、本計画策定の際

の参考にしました。 

 

 


